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長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
の
長
期
欠
勤
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
及
び
説
明
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
の
長
期
欠
勤
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
及
び
説
明
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
二
月
八
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
九
号
）
二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、

御
指
摘
の
職
員
が
休
暇
等
に
よ
り
不
在
の
場
合
に
は
、
所
属
部
局
の
幹
部
職
員
等
に
そ
の
事
務
を
代
行
等
さ
せ
て
お
り
、
同

職
員
に
替
え
て
別
の
者
を
そ
の
職
に
充
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
現
時
点
で
業
務
に
支
障
は

生
じ
て
い
な
い
。
な
お
、
御
指
摘
の
職
員
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
一
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
六
一
号
）

一
、
二
、
五
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
休
暇
を
取
得
す
る
際
に
は
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
基
づ
い
て
適
正
に
休
暇
を
取
得
し
て
お
り
、
問
題
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
職
員
が
行
っ
た
御
指
摘
の
講
演
に
対
す
る
報
酬
は
支
払
わ
れ
て
い
な
い
。


